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拝 啓  貴 社 ます ます ご清 栄 の こ と とお 慶 び 申 し上 げ ます 。

貴 社 か らの 12月 12日 付 の 回答 を受 領 しま した。

これ に よ る と,貴社 にお い て ,当 法 人 が質 問 した違 約 金 約款 を

削 除 した 工事 請 負 契約 約 款 と され た とあ ります の で ,当 法 人 の質

問 に対 す る回答 をい た だ い た こ とに な ります 。

そ こで ,貴 社 の変 更 後 の工 事 請 負 契 約 約 款 につ い て ,消 費者 契

約 法 に照 ら し全 く問題 が ない と判 断 して い るわ けで は あ りませ ん

が ,貴 社 に対 す る質 問等 のや りと りを終 了 した い と思 い ます。

貴社 におかれ ま しては,変 更前の工事請負契約約款 を確実に廃

棄 して使用 しない ことな どのほか,今 後 も消費者 に配慮 した事業

活動 を していただきます よ う,お 願 い します。

敬 具


